
３ 2026

◇
今
号
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
◇

所
有
不
動
産
記
録
証
明
制
度

令
和
８
年
２
月
２
日
施
行

令
和
８
年
（
２
０
２
６
年
）
２

月
２
日
か
ら
、
相
続
手
続
の
効
率

化
や
所
有
者
不
明
土
地
問
題
の
解

消
の
た
め
、
新
た
に
「
所
有
不
動

産
記
録
証
明
制
度
」
が
始
ま
り
ま

し
た
。

同
制
度
で
は
、
不
動
産
の
所
有

者
（
所
有
権
の
登
記
名
義
人
）
本

人
又
は
不
動
産
の
所
有
権
の
登
記

名
義
人
の
相
続
人
の
請
求
に
基
づ

き
、
法
務
局
の
登
記
官
が
特
定
の

人
が
所
有
す
る
全
国
の
不
動
産
を

調
査
し
、「
所
有
不
動
産
記
録
証

明
書
」
と
い
う
リ
ス
ト
で
証
明
す

る
も
の
で
す
。

こ
れ
ま
で
全
国
の
不
動
産
を
横

断
的
に
確
認
す
る
方
法
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
同
制
度
で
は
、

特
定
の
個
人
が
所
有
す
る
不
動
産

を
全
国
単
位
で
一
括
で
調
査
し
ま

す
。こ

れ
に
よ
り
、
相
続
登
記
が
必

要
な
不
動
産
を
把
握
し
や
す
く
な

り
、
相
続
登
記
の
申
請
手
続
の
負

担
軽
減
や
所
有
者
不
明
土
地
の
解

消
に
つ
な
が
る
こ
と
が
期
待
さ
れ

て
い
ま
す
。

請
求
で
き
る
人
は
、
本
人
や
相

続
人
な
ど
に
限
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
調
査
で
は
、「
登
記
さ

れ
て
い
る
氏
名
・
住
所
」
と
「
請

求
す
る
際
の
氏
名
・
住
所
」
が
一

致
し
な
い
と
、
検
出
さ
れ
な
い
の

で
注
意
が
必
要
で
す
。

中
小
企
業
の
賃
上
げ
動
向

２
０
２
６
年
も
高
水
準
に

２
０
２
６
年
の
春
闘
が
ス
タ
ー

ト
し
ま
し
た
。
今
年
も
高
水
準
の

賃
上
げ
が
継
続
さ
れ
る
見
通
し
で
、

賃
金
引
き
上
げ
の
原
資
を
安
定
的

に
確
保
で
き
る
か
ど
う
か
が
課
題

と
な
っ
て
い
ま
す
。

日
本
商
工
会
議
所
の
調
査
に
よ

る
と
、
２
０
２
５
年
度
に
お
け
る

中
小
企
業
全
体
の
賃
上
げ
額
（
月

給
）
は
、
１
万
３
１
８
３
円
。
従

業
員
３
０
０
人
以
下
の
企
業
の
賃

上
げ
率
は
４
・
４
７
％
（
１
万
２

４
６
７
円
）。
２０
人
以
下
の
企
業

で
は
４
・
０
２
％
（
１
万
１
０
８

９
円
）
で
し
た
。

ま
た
、
２５
年
度
に
賃
上
げ
を
し

た
企
業
の
う
ち
、
業
績
改
善
に
よ

る
「
前
向
き
な
賃
上
げ
」
が
３９
・

９
％
だ
っ
た
一
方
、
人
材
確
保
の

た
め
の
「
防
衛
的
な
賃
上
げ
」
は

６０
・
１
％
に
上
っ
て
い
ま
す
。

賃
上
げ
の
原
資
を
確
保
す
る
に

は
、
価
格
転
嫁
の
一
層
の
推
進
に

加
え
、
従
来
の
業
務
を
見
直
し
、

効
率
化
に
よ
る
生
産
性
向
上
を
図

る
こ
と
な
ど
が
重
要
で
す
。

ま
た
、
付
加
価
値
の
高
い
製
品

や
サ
ー
ビ
ス
を
開
発
し
た
り
、
新

た
な
事
業
を
展
開
す
る
こ
と
で
収

益
力
強
化
を
図
る
こ
と
も
賃
上
げ

原
資
の
確
保
策
と
し
て
有
効
と
い

え
ま
す
。

相
続
税
の
調
査
等
の
状
況

「
簡
易
な
接
触
」調
査
が
増
加

国
税
庁
は
令
和
６
事
務
年
度

（
令
和
６
年
７
月
１
日
〜
令
和
７

年
６
月
３０
日
）
に
お
け
る
相
続
税

の
調
査
状
況
を
公
表
し
ま
し
た
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
昨
年
度
に
比

べ
て
実
地
調
査
件
数
が
増
加
し
て

い
る
ほ
か
、「
簡
易
な
接
触
」
に

よ
る
調
査
件
数
も
増
え
て
い
る
こ

と
が
注
目
さ
れ
ま
す
。

「
簡
易
な
接
触
」
と
は
、
文
書
、

電
話
に
よ
る
連
絡
ま
た
は
来
署
依

頼
に
よ
る
面
接
に
よ
っ
て
、
申
告

漏
れ
、
計
算
誤
り
等
が
あ
る
申
告

を
是
正
す
る
、
と
い
う
手
法
で
す
。

主
に
軽
微
な
ミ
ス
や
低
額
な
申
告

漏
れ
を
対
象
に
実
施
さ
れ
ま
す
。

令
和
６
事
務
年
度
の
「
簡
易
な

接
触
」
件
数
は
２
１
９
６
９
件
で
、

実
地
調
査
と
比
べ
る
と
桁
違
い
の

多
さ
と
な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、

非
違
件
数
は
５
７
９
６
件
で
そ
の

割
合
は
高
く
あ
り
ま
せ
ん
。

簡
易
な
接
触
１
件
あ
た
り
の
申

告
漏
れ
課
税
価
格
は
５
１
１
万
円
、

追
徴
税
額
は
６３
万
円
と
、
実
地
調

査
と
比
べ
て
少
額
で
す
が
、
今
後

も
「
簡
易
な
接
触
」
の
実
施
件
数

は
増
え
て
い
く
と
予
想
さ
れ
ま
す
。
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（３月号） （２）

所
有
不
動
産
記
録
証
明
制
度

相
続
不
動
産
を
一
覧
で
把
握

―
令
和
8
年
2
月
2
日
施
行

令
和
８
年
（
２
０
２
６
年
）
２
月
２
日
か
ら
、
相
続
手
続
の
効
率
化
や
所
有
者
不

明
土
地
問
題
の
解
消
の
た
め
、
新
た
に
「
所
有
不
動
産
記
録
証
明
制
度
」
が
始
ま
り

ま
し
た
。
こ
の
制
度
は
、
不
動
産
を
所
有
し
て
い
る
人
又
は
そ
の
相
続
人
が
法
務
局

に
請
求
す
る
こ
と
で
、
本
人
や
亡
く
な
っ
た
人
が
所
有
し
て
い
た
全
国
の
不
動
産
を

一
覧
に
し
、
証
明
書
と
し
て
発
行
す
る
も
の
で
す
。
今
号
で
は
、「
所
有
不
動
産
記

録
証
明
制
度
」
の
概
要
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ま
す
。

所
有
不
動
産
記
録
証
明
制
度
は
、
不
動

産
登
記
名
義
人
の
住
所
と
氏
名
か
ら
、
そ

の
名
義
人
が
所
有
し
て
い
る
不
動
産
を
全

国
的
に
一
括
し
て
調
査
し
、「
所
有
不
動

産
記
録
証
明
書
」
と
い
う
リ
ス
ト
で
証
明

す
る
制
度
で
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
相
続
登

記
が
必
要
な
不
動
産
を
把
握
し
や
す
く
な

り
、
相
続
登
記
の
申
請
手
続
の
負
担
軽
減

や
所
有
者
不
明
土
地
の
解
消
に
つ
な
が
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
不
動
産
の
登
記
記
録
は
土
地

や
建
物
ご
と
に
作
成
さ
れ
て
お
り
、
全
国

の
不
動
産
を
横
断
的
に
確
認
す
る
方
法
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

被
相
続
人
が
所
有
し
て
い
る
不
動
産
を

把
握
す
る
に
は
、
一
般
的
に
固
定
資
産
税

の
課
税
明
細
書
や
納
税
通
知
書
の
ほ
か
、

市
区
町
村
ご
と
の
「
名
寄
帳
」
な
ど
が
用

い
ら
れ
て
い
ま
す
。

市
区
町
村
で
発
行
さ
れ
る
「
名
寄
帳
」

は
、
自
治
体
に
よ
っ
て
は
非
課
税
不
動
産

が
記
載
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
る
な
ど
、
す

べ
て
の
不
動
産
が
必
ず
記
載
さ
れ
て
い
る

と
は
限
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
名
寄
帳
は
市

区
町
村
ご
と
に
作
成
さ
れ
て
い
る
た
め
、

複
数
の
市
区
町
村
に
不
動
産
を
所
有
し
て

い
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
市
区
町
村
で

名
寄
帳
の
発
行
手
続
を
行
う
必
要
が
あ
る

た
め
、
そ
の
調
査
に
時
間
と
労
力
が
掛
か

る
と
い
う
課
題
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た

問
題
を
解
決
す
る
た
め
創
設
さ
れ
た
の
が

「
所
有
不
動
産
記
録
証
明
制
度
」で
す
。

同
制
度
で
は
、
不
動
産
の
所
有
者
（
所

有
権
の
登
記
名
義
人
）
本
人
又
は
不
動
産

の
所
有
権
の
登
記
名
義
人
の
相
続
人
の
請

求
に
基
づ
き
、
法
務
局
の
登
記
官
が
特
定

の
人
が
所
有
す
る
全
国
の
不
動
産
を
調
査

し
、
一
覧
化
し
て
証
明
し
ま
す
。

相
続
登
記
の
義
務
化
に
伴
い
、
相
続
人

に
お
い
て
被
相
続
人
名
義
の
不
動
産
を
把

握
し
や
す
く
す
る
こ
と
で
、
相
続
登
記
の

申
請
に
あ
た
っ
て
の
手
続
の
負
担
を
軽
減

す
る
と
と
も
に
、
相
続
登
記
漏
れ
を
防
止

す
る
観
点
か
ら
こ
の
制
度
が
創
設
さ
れ
ま

し
た
。

■
所
有
不
動
産
記
録
証
明
制
度
を
利
用
で

き
る
人
■

・
不
動
産
の
登
記
名
義
人
本
人

・
登
記
名
義
人
の
相
続
人

・
名
義
人
ま
た
は
相
続
人
か
ら
委
任
を
受

け
た
代
理
人
（
弁
護
士
や
司
法
書
士
な
ど

の
専
門
家
）

■
注
意
点
■

所
有
不
動
産
記
録
証
明
書
は
、
請
求
書

に
記
載
さ
れ
た
検
索
条
件
の
氏
名
・
住
所

ご
と
に
作
成
さ
れ
ま
す
。

検
索
条
件
の
氏
名
・
住
所
と
不
動
産
の

登
記
簿
上
の
氏
名
・
住
所
が
一
致
し
て
い

な
い
不
動
産
に
つ
い
て
は
、
抽
出
さ
れ
な

い
た
め
注
意
が
必
要
で
す
。

例
え
ば
、
結
婚
な
ど
で
氏
名
が
変
わ
っ

て
い
た
り
、
転
居
な
ど
で
住
所
に
変
更
が

あ
っ
た
場
合
に
、
そ
の
情
報
が
登
記
記
録

上
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
と
、
登
記
簿
上

の
氏
名
・
住
所
が
一
致
せ
ず
、
抽
出
さ
れ

な
い
た
め
注
意
が
必
要
で
す
。

■
費
用
■

所
有
不
動
産
記
録
証
明
制
度
を
利
用
す

る
際
は
、
証
明
書
の
発
行
手
数
料
が
必
要

で
す
。

・
窓
口
請
求
（
書
面
請
求
）
の
場
合
、
発

行
手
数
料
は
、
検
索
条
件
１
件
に
つ
き
１

通
あ
た
り
１
６
０
０
円
で
あ
り
、
収
入
印

紙
で
納
付
し
ま
す
。

・
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
の
場
合
は
、
証
明
書

の
交
付
方
法
で
手
数
料
が
変
わ
り
ま
す
。

郵
送
交
付
は
１
５
０
０
円
、
窓
口
交
付

は
１
４
７
０
円
で
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

バ
ン
キ
ン
グ
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
決
済

な
ど
が
使
え
ま
す
。

●所有不動産記録証明制度●

―主なポイント―
◆市区町村の壁を越え、特定の個人が所有する
不動産を全国単位で一括調査
◆請求できる人は、本人や相続人などに限定
◆「登記されている氏名・住所」と「請求する
際の氏名・住所」が一致しないと、検出され
ない
◆令和８年（２０２６年）２月２日から運用開始



�������

�������

（３） （３月号）

中
小
企
業
の
賃
上
げ
動
向

高
水
準
の
賃
上
げ
継
続
へ

■
２
０
２
６
年
春
闘
ス
タ
ー
ト
■

２
０
２
６
年
の
春
闘
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
連
合
は
賃
上
げ
目
標
を
３
年
連
続

で
「
５
％
以
上
（
中
小
企
業
は
６
％
）」
を
掲
げ
て
い
ま
す
。
中
小
企
業
を
中
心
に

賃
上
げ
へ
の
負
担
感
が
広
が
る
中
、
今
年
も
高
水
準
の
賃
上
げ
が
継
続
さ
れ
る
見
通

し
で
、
賃
金
引
き
上
げ
の
原
資
を
安
定
的
に
確
保
で
き
る
か
ど
う
か
が
課
題
と
な
っ

て
い
ま
す
。

連
合
（
日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
）
は

２
０
２
６
年
の
春
闘
に
お
い
て
、「
基
本

給
を
底
上
げ
す
る
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ（
ベ
ア
）

３
％
以
上
＋
定
期
昇
給
相
当
分
込
み
で
５

％
以
上
」
を
要
求
目
安
と
し
、
中
小
企
業

に
対
し
て
は
「
６
％
以
上
・
１
万
８
０
０

０
円
以
上
」
を
掲
げ
て
い
ま
す
。

好
業
績
の
大
手
企
業
は
、
高
水
準
の
賃

上
げ
継
続
に
前
向
き
で
す
が
、
中
小
企
業

に
お
い
て
は
、
人
手
不
足
を
背
景
に
、
業

績
が
改
善
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず

賃
金
を
引
き
上
げ
ざ
る
を
得
な
い
「
防
衛

的
賃
上
げ
」
が
広
が
っ
て
お
り
、
今
後
、

賃
金
引
き
上
げ
の
原
資
を
確
保
で
き
る
か

ど
う
か
が
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

２
０
２
５
年
春
闘
に
お
け
る
平
均
賃
上

げ
率
は
、
連
合
の
最
終
集
計
で
５
・
２５
％

に
達
し
、
２
０
２
４
年
の
５
・
１０
％
と
い

う
３３
年
ぶ
り
の
高
水
準
を
上
回
る
結
果
と

な
り
ま
し
た
。
一
方
で
、
中
小
企
業
は
平

均
４
・
３５
％
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
差
は
拡

大
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

■
中
小
企
業
の
賃
上
げ
実
施
状
況
（
２
０

２
５
年
度
）
■

日
本
商
工
会
議
所
が
公
表
し
た
「
２
０

２
５
年
度
の
中
小
企
業
の
賃
上
げ
に
関
す

る
調
査
」
に
よ
る
と
、
中
小
企
業
全
体
の

賃
上
げ
額
（
月
給
）
は
１
万
３
１
８
３
円
。

従
業
員
３
０
０
人
以
下
の
企
業
の
賃
上
げ

率
は
４
・
４７
％
（
１
万
２
４
６
７
円
）。

２０
人
以
下
の
企
業
で
は
４
・
０２
％
（
１
万

１
０
８
９
円
）
で
し
た
。

ま
た
、
日
本
商
工
会
議
所
の
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
に
よ
る
と
、
２５
年
度
に
賃
上
げ
を

し
た
企
業
の
う
ち
、業
績
改
善
に
よ
る「
前

向
き
な
賃
上
げ
」
が
３９
・
９
％
だ
っ
た
一

方
、
人
材
確
保
の
た
め
の
「
防
衛
的
な
賃

上
げ
」
は
６０
・
１
％
に
上
っ
て
い
ま
す
。

■
価
格
転
嫁
と
「
取
適
法
」
施
行
■

価
格
転
嫁
を
後
押
し
す
る
た
め
、
下
請

法
を
改
正
し
た
中
小
受
託
取
引
適
正
化
法

（
取
適
法
）
が
本
年
１
月
１
日
に
施
行
さ

れ
ま
し
た
。「
取
適
法
」
は
、
立
場
の
弱

い
中
小
企
業
で
も
原
材
料
価
格
の
高
騰
に

対
応
し
て
、
適
正
価
格
で
取
引
が
で
き
る

よ
う
、
発
注
者
側
に
受
注
者
側
と
の
価
格

交
渉
を
義
務
付
け
て
い
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
協
議
に
応
じ
な
い
一
方

的
な
代
金
の
決
定
が
禁
止
さ
れ
た
ほ
か
、

コ
ス
ト
の
上
昇
分
を
価
格
交
渉
で
協
議
す

る
こ
と
な
く
、
従
来
ど
お
り
に
取
引
価
格

を
据
え
置
く
こ
と
は
、「
買
い
た
た
き
行

為
」
と
し
て
禁
止
さ
れ
ま
し
た
。
中
小
企

業
の
価
格
交
渉
力
を
高
め
て
、
賃
上
げ
原

資
を
確
保
す
る
狙
い
が
あ
り
ま
す
。

■
生
産
性
向
上
へ
の
取
り
組
み
■

価
格
転
嫁
の
推
進
に
加
え
、
従
来
の
業

務
を
見
直
し
、
効
率
化
に
よ
る
生
産
性
向

上
を
図
る
こ
と
も
重
要
で
す
。

具
体
的
に
は
、
自
動
化
・
省
力
化
に
つ

な
が
る
設
備
投
資
、
業
務
プ
ロ
セ
ス
の
見

直
し
や
デ
ジ
タ
ル
化
、
承
認
プ
ロ
セ
ス
の

簡
素
化
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
小
さ
な

改
善
の
積
み
重
ね
が
大
き
な
成
果
に
つ
な

が
り
ま
す
。

ま
た
、
業
務
改
善
の
提
案
制
度
な
ど
を

通
じ
て
現
場
の
知
恵
を
引
き
出
し
、
従
業

員
が
主
体
的
に
生
産
性
向
上
に
取
り
組
む

職
場
づ
く
り
も
重
要
と
い
え
ま
す
。

■
高
付
加
価
値
の
商
品
開
発
■

近
年
、
適
正
価
格
の
範
囲
で
あ
れ
ば
、

安
さ
が
際
立
つ
も
の
よ
り
も
、
同
様
の
製

品
や
サ
ー
ビ
ス
の
な
か
で
付
加
価
値
の
高

い
も
の
が
選
ば
れ
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

顧
客
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
、
付
加
価
値
の

高
い
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
開
発
し
た
り
、

新
た
な
事
業
を
展
開
す
る
こ
と
で
収
益
力

強
化
を
図
る
こ
と
も
賃
上
げ
原
資
の
確
保

策
と
し
て
有
効
と
い
え
ま
す
。

賃上げ率
４．７３％
４．４７％
４．０２％

賃上げ額
１３，１８３円
１２，４６７円
１１，０８９円

正社員（月給）
全体

３００人以下
小規模企業（２０人以下）

出典：日本商工会議所

■正社員の賃上げ額・賃上げ率（2025 年度）■

防衛的な賃上げ

６０．１％

前向きな賃上げ

３９．９％２０２５年度
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（３月号） （４）

■
令
和
６
事
務
年
度

相
続
税
の
調
査
等
の
状
況
に
つ
い
て

〜「
簡
易
な
接
触
」に
よ
る
調
査
が
増
加
〜

国
税
庁
は
昨
年
の
１２
月
、
令
和
６
事
務

年
度
（
令
和
６
年
７
月
１
日
〜
令
和
７
年

６
月
３０
日
）
の
相
続
税
の
調
査
状
況
を
公

表
し
ま
し
た
。

資
料
情
報
等
か
ら
申
告
額
が
過
少
で
あ

る
と
想
定
さ
れ
る
事
案
や
、
申
告
義
務
が

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
無
申
告
で
あ
る
と

想
定
さ
れ
る
事
案
等
に
つ
い
て
調
査
を
実

施
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
実
地
調
査
件
数
は

９
５
１
２
件
（
前
事
務
年
度
８
５
５
６

件
）、
非
違
件
数
は
７
８
２
６
件
（
同
７

２
０
０
件
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。
重
加
算

税
賦
課
件
数
は
１
０
６
５
件
（
同
９
７
１

件
）
と
な
っ
て
お
り
、
実
地
調
査
件
数
の

う
ち
の
１
割
以
上
に
及
び
ま
す
。

実
地
調
査
１
件
あ
た
り
の
申
告
漏
れ
課

税
価
格
は
３
０
９
３
万
円
、
追
徴
税
額
は

８
６
７
万
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

な
お
、
国
税
庁
で
は
、
実
地
調
査
に
係

る
取
り
組
み
と
し
て
、
無
申
告
事
案
や
海

外
資
産
関
連
事
案
な
ど
に
注
力
し
て
い
る

と
報
告
。
無
申
告
事
案
の
実
地
調
査
件
数

は
６
５
０
件
、
海
外
資
産
関
連
事
案
の
実

地
調
査
件
数
は
１
３
５
９
件
と
な
っ
て
い

ま
す
。

ま
た
、
近
年
の
相
続
税
調
査
に
関
連
し

て
積
極
的
に
行
わ
れ
て
い
る
の
が
「
簡
易

な
接
触
」
に
よ
る
調
査
で
す
。「
簡
易
な

接
触
」
と
は
、
文
書
（
手
紙
）
や
電
話
、

あ
る
い
は
税
務
署
へ
の
来
署
依
頼
に
よ
る

面
接
に
よ
っ
て
、
申
告
漏
れ
、
計
算
誤
り

等
が
あ
る
申
告
を
是
正
す
る
と
い
う
手
法

で
す
。
主
に
、
軽
微
な
ミ
ス
や
低
額
な
申

告
漏
れ
を
対
象
に
実
施
さ
れ
ま
す
。

こ
の
「
簡
易
な
接
触
」
は
、
厳
密
に
は

「
税
務
調
査
」
で
は
な
く
、「
行
政
指
導
」

の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
ま
す
。
納
税
者
の

自
主
的
な
修
正
を
促
す
指
導
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
過
少
申
告
加
算
税
が
課
さ
れ
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
６
事
務
年
度
の
「
簡
易
な
接
触
」

件
数
は
２
１
９
６
９
件
で
、
実
地
調
査
と

比
べ
る
と
桁
違
い
の
多
さ
と
な
っ
て
い
ま

す
。
た
だ
、
非
違
件
数
は
５
７
９
６
件
で

そ
の
割
合
は
高
く
あ
り
ま
せ
ん
。

簡
易
な
接
触
１
件
あ
た
り
の
申
告
漏
れ

課
税
価
格
は
５
１
１
万
円
、
追
徴
税
額
は

６３
万
円
と
、
実
地
調
査
と
比
べ
て
少
額
で

す
が
、
今
後
も
「
簡
易
な
接
触
」
の
実
施

件
数
は
増
え
て
い
く
と
予
想
さ
れ
ま
す
。

低
価
格
競
争
や
コ
ス
ト
削
減
型
の

経
営
で
は
、企
業
の
体
力
が
消
耗
し
、

持
続
的
な
収
益
拡
大
は
期
待
で
き
ま

せ
ん
。
今
、
中
小
企
業
に
求
め
ら
れ

る
の
は
、
従
来
の「
デ
フ
レ
型
経
営
」

か
ら
の
決
別
で
す
。
こ
れ
か
ら
の
時

代
は
、
賃
上
げ
に
よ
る
人
材
確
保
を

起
点
に
付
加
価
値
を
高
め
る
戦
略
的

な
投
資
を
行
い
、
収
益
拡
大
を
目
指

す
「
攻
め
の
経
営
」
へ
の
転
換
が
重

要
で
す
。
▼
生
産
性
向
上
と
収
益
拡

大
の
た
め
、「
未
来
へ
の
投
資
」
を

加
速
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
未

来
へ
の
投
資
と
は
、
従
来
型
の
設
備

投
資
だ
け
で
な
く
、
賃
上
げ
や
人
材

育
成
と
い
っ
た
「
人
へ
の
投
資
」
で

す
。
人
へ
の
投
資
は
、
コ
ス
ト
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
人
の
知
識
や
経
験
は

企
業
成
長
の
源
泉
で
あ
り
、
財
産
で

す
。
▼
人
材
が
定
着
し
、
働
く
意
欲

が
高
ま
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
ま
れ

る
創
意
工
夫
が
付
加
価
値
と
利
益
を

創
出
す
る
。
そ
し
て
、
価
格
競
争
か

ら
脱
却
し
、
付
加
価
値
創
出
型
ビ
ジ

ネ
ス
へ
の
転
換
を
図
る
こ
と
で
、
新

た
な
投
資
と
さ
ら
な
る
成
長
に
つ
な

げ
て
い
く
。
こ
の
一
連
の
流
れ
こ
そ

が
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
求
め
ら
れ

る
「
攻
め
の
経
営
」
の
ス
ト
ー
リ
ー

と
い
え
ま
す
。

３ 月 の 税 務 と 労 務

―税 務―
★前年分所得税の確定申告
申告期間…３月１６日まで
納期限…３月１６日

★所得税確定損失申告書の提出期限…３月１６日
★前年分所得税の総収入金額報告書の提出
提出期限…３月１６日
★確定申告税額の延納の届出書の提出
申請期限…３月１６日 延納期限…６月１日
★個人の青色申告の承認申請
申請期限…３月１６日（１月１６日以後新規業務開始の場合
は、その業務開始日から２か月以内）

★前年分贈与税の申告
申告期間…３月１６日まで

★個人の道府県民税・市町村民税・事業税（事業所税）の
申告 申告期限…３月１６日

★２月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限…３月１０日

★個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
申告期限…３月３１日
★１月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費
税・法人事業税・（法人事業所税）・法人住民税〉
申告期限…３月３１日

★１月，４月，７月，１０月決算法人及び個人事業者（前年
１２月分）の３月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・
地方消費税〉 申告期限…３月３１日

★法人・個人事業者（前年１２月分及１月分）の１月ごとの
期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限…３月３１日

★７月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税〉（半期分）申告期限…３月３１日

★消費税の年税額が４００万円超の４月，７月，１０月決算法人
の３月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限…３月３１日

★消費税の年税額が４，８００万円超の１２月，１月決算法人を
除く法人の１月ごとの中間申告（１１月決算法人は２か月
分）〈消費税・地方消費税〉 申告期限…３月３１日

―労 務―
★健保・厚保の保険料の納付 納期限…３月３１日

賃上げと「攻めの経営」
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